
オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 に 関 す る 事 務 処 理 要 領 の 制 定 に つ い て  

平 成 20年 12月 18日 例 規 （ 警 ） 第 76号  

 

警 察 本 部 長  

  

〔 沿 革 〕  平 成 28年 ５ 月 例 規 （ 監 ） 第 22号     

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 領 を 別 添 の と お り 制 定 し た の で 誤 り の な い よ う に さ れ た い 。  

別 添  

オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 に 関 す る 事 務 処 理 要 領  

第 １  趣 旨  

こ の 要 領 は 、 オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 に つ い て 、 オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 を 救 済 す る

た め の 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 （ 平 成 20年 法 律 第 80号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び オ ウ ム 真 理 教

犯 罪 被 害 者 等 を 救 済 す る た め の 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 20年 国 家 公 安 委 員 会 規 則

第 20号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

第 ２  広 報 活 動  

法 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 及 び 法 第 ３ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 遺 族 （ 以 下

「 被 害 者 等 」 と い う 。 ） の 自 主 的 な 裁 定 の 申 請 （ 以 下 「 申 請 」 と い う 。 ） を 促 進 す る た め 、 警 察 施

設 を 始 め 広 範 囲 に 制 度 に 関 す る ポ ス タ ー を 掲 示 す る と と も に 、 各 種 広 報 媒 体 の 活 用 等 に よ り 、 効 果

的 な 広 報 を 行 う も の と す る 。  

第 ３  事 実 認 定 の 基 準  

裁 定 又 は 申 請 の 却 下 に 際 し 、 そ の 理 由 と な る 事 実 の 認 定 は 、 行 政 手 続 法 （ 平 成 ５ 年 法 律 第 88号 ）

に 基 づ き 公 安 委 員 会 が 定 め る 審 査 基 準 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

第 ４  申 請 の 受 付 に 関 す る 事 務  

１  申 請 の 受 付  

申 請 の 受 付 に 関 す る 事 務 は 、 警 務 部 警 務 課 （ 以 下 「 警 務 課 」 と い う 。 ） 又 は 署 に お い て 、 申 請

者 と 面 接 し た 上 で 行 う も の と す る 。  

２  署 に お い て 申 請 の 受 付 を し た 場 合 の 措 置  

署 に お い て 申 請 の 受 付 を し た 場 合 は 、 警 務 課 に 速 報 し た 上 、 速 や か に 申 請 者 か ら 提 出 を 受 け た

オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 支 給 裁 定 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） 及 び 添 付 書 類 を 送

付 す る も の と す る 。  

３  申 請 の 受 付 に 関 す る 留 意 事 項  

(１ ) 申 請 の 受 付 を す る 際 は 、 申 請 者 に 対 し 、 運 転 免 許 証 、 旅 券 、 住 民 基 本 台 帳 カ ー ド 等 写 真 付

身 分 証 明 書 の 提 示 を 求 め る な ど し 、 本 人 確 認 の 徹 底 を 図 る こ と 。  

(２ ) 申 請 書 に 、 必 要 事 項 の 記 載 漏 れ 、 誤 記 等 の 不 備 が あ る 場 合 は 、 そ の 場 で 補 正 さ せ る こ と 。  

(３ ) 代 理 人 に よ る 申 請 の 場 合 は 、 委 任 状 の 提 出 を 受 け 、 申 請 書 の 申 請 者 欄 の 下 部 に 代 理 人 の 住

所 、 氏 名 及 び 申 請 者 と の 関 係 を 記 入 、 押 印 さ せ る こ と 。 そ の 際 、 代 理 人 の 本 人 確 認 を 徹 底 す る

と と も に 、 真 正 な 委 任 状 で あ る か 否 か の 確 認 を 行 う こ と 。  

(４ ) 法 定 代 理 人 に よ る 申 請 の 場 合 は 、 申 請 者 と の 関 係 を 証 明 す る 戸 籍 謄 本 等 の 資 料 の 提 出 を 受

け る こ と 。 そ の 際 、 法 定 代 理 人 の 本 人 確 認 を 徹 底 す る こ と 。  

第 ５  裁 定 の た め の 調 査 等  

１  調 査 等 の 方 法  

法 第 ８ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 裁 定 の た め の 調 査 等 は 、 警 務 課 に お い て 、 文 書 に よ る

照 会 、 関 係 者 に 対 す る 事 情 聴 取 等 の 方 法 に よ り 行 い 、 そ の 結 果 を 報 告 書 等 で 明 ら か に し て お く も

の と す る 。た だ し 、調 査 に 対 し て 文 書 に よ る 回 答 を 得 る な ど 報 告 書 を 作 成 す る 必 要 が な い と き は 、

こ れ を 省 略 す る こ と が で き る 。  

２  文 書 に よ る 照 会  

文 書 に よ る 照 会 は 、 オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 関 係 事 項 照 会 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に よ

り 行 う も の と す る 。  

３  申 請 者 等 に 対 す る 命 令  



申 請 者 そ の 他 の 関 係 者 に 対 し て 、 出 頭 、 医 師 の 診 断 を 受 け さ せ る こ と 等 を 命 令 す る 場 合 は 、 文

書 に よ り 行 う も の と す る 。  

第 ６  裁 定 等  

１  裁 定 等 の た め の 審 査  

裁 定 又 は 申 請 の 却 下 の た め の 審 査 は 、 警 務 課 に お い て 、 申 請 者 か ら 提 出 さ れ た 申 請 書 、 そ の 添

付 書 類 、法 第 ９ 条 の 資 料 及 び 調 査 等 に よ っ て 収 集 し た 資 料 を 基 に 行 う も の と し 、審 査 に 際 し て は 、

オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 支 給 検 討 票 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 。 以 下 「 検 討 票 」 と い う 。 ） を 作

成 し な け れ ば な ら な い 。  

２  裁 定 等  

(１ ) 裁 定 等 の 案 の 作 成  

前 １ の 審 査 結 果 を 踏 ま え 、 警 務 課 に お い て 、 裁 定 の 案 （ 以 下 「 裁 定 案 」 と い う 。 ） 又 は 申 請

の 却 下 の 案 （ 以 下 「 却 下 案 」 と い う 。 ） を 作 成 す る も の と す る 。  

(２ ) 裁 定  

裁 定 案 は 、 支 給 、 不 支 給 の 別 、 被 害 類 型 （ 金 額 ） 、 裁 定 の 理 由 そ の 他 必 要 事 項 を 示 す も の と

し 、 警 務 課 か ら 公 安 委 員 会 に 提 出 し 、 裁 定 を 受 け る も の と す る 。  

(３ ) 申 請 の 却 下  

申 請 を 却 下 す る こ と が 適 当 と 認 め ら れ る と き は 、 次 の 事 項 を 明 ら か に し た 上 、 警 務 課 か ら 公

安 委 員 会 に 却 下 案 を 提 出 し 、 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

ア  申 請 者 に 対 し て 行 っ た 調 査 等 の 内 容 及 び 方 法 並 び に そ の 必 要 性 及 び 妥 当 性  

イ  調 査 等 に 協 力 し な か っ た こ と に つ い て 申 請 者 に 正 当 な 理 由 が な い こ と 。  

(４ ) 申 請 の 却 下 に 関 す る 留 意 事 項  

ア  申 請 者 が 調 査 等 に 協 力 し な い 場 合 は 、 ま ず 協 力 す る よ う に 説 得 に 努 め る こ と 。  

イ  申 請 の 却 下 は 、 そ の 処 分 を 行 う ま で に 相 当 な 期 間 を 設 け 、 そ の 間 に 予 告 を す る こ と 。  

第 ７  裁 定 又 は 申 請 の 却 下 が あ っ た 場 合 の 措 置  

１  申 請 者 へ の 通 知  

規 則 に 規 定 す る オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 支 給 裁 定 通 知 書 （ 規 則 様 式 第 ２ 号 ） 又 は オ ウ

ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 支 給 裁 定 申 請 却 下 通 知 書（ 規 則 様 式 第 ３ 号 ）の 交 付 は 、原 則 と し て 、

警 務 課 の 職 員 が こ れ を 直 接 申 請 者 に 手 渡 し 、 そ の 内 容 に つ い て 十 分 な 説 明 を 行 う も の と す る 。  

２  裁 定 又 は 申 請 の 却 下 が あ っ た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 警 察 庁 に 報 告 す る も の と す る 。  

第 ８  関 係 書 類 等 の 保 存  

申 請 書 、 添 付 書 類 、 検 討 票 等 の 関 係 書 類 及 び 関 係 資 料 は 、 裁 定 又 は 申 請 の 取 下 げ が あ っ た 後 、 ５

年 間 、 警 務 課 に お い て 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 必 要 が あ る 場 合 は 、 ５ 年 を 超 え て 保 存 す

る も の と す る 。  

第 ９  審 査 請 求 等 に 関 す る 処 理  

１  裁 定 に 関 す る 審 査 請 求 に つ い て  

裁 定 に 関 す る 審 査 請 求 書 が 公 安 委 員 会 に 提 出 さ れ た 場 合 は 、 直 ち に 当 該 審 査 請 求 書 を 国 家 公 安

委 員 会 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。  

２  不 作 為 に 関 す る 審 査 請 求 に つ い て  

公 安 委 員 会 の 不 作 為 に 関 す る 審 査 請 求 は 、 次 の と お り 処 理 す る も の と す る 。  

(１ ) 国 家 公 安 委 員 会 に 対 す る 審 査 請 求 書 が 公 安 委 員 会 に 提 出 さ れ た 場 合 は 、 直 ち に 当 該 審 査 請

求 書 を 国 家 公 安 委 員 会 に 送 付 す る 。  

(２ ) 公 安 委 員 会 に 対 す る 審 査 請 求 は 、 行 政 不 服 審 査 手 続 に 関 す る 規 則 （ 平 成 28年 千 葉 県 公 安 委

員 会 規 則 第 ２ 号 ） 及 び 行 政 不 服 審 査 手 続 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 28年 本 部 訓 令 第 19号 ） の 規 定 に 従

い 手 続 を 行 う 。  

(３ ) 公 安 委 員 会 に 対 し 、 審 査 請 求 が あ っ た と き 又 は そ の 処 理 を 終 結 し た と き は 、 審 査 請 求 事 案

発 生 （ 終 結 ） 報 告 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 速 や か に 国 家 公 安 委 員 会 に 報 告 を す る 。  

３  行 政 事 件 訴 訟 に つ い て  

公 安 委 員 会 の 行 っ た 裁 定 の 取 消 し を 求 め る 訴 訟 が 提 起 さ れ た 場 合 は 、 直 ち に 警 察 庁 に 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

第 10 事 務 取 扱 上 の 留 意 事 項  



１  被 害 者 等 に 接 す る 職 員 は 、 被 害 者 等 の 心 情 に 十 分 配 意 し 誠 意 あ る 対 応 を す る こ と 。 ま た 、 オ ウ

ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 の 支 給 等 に 関 し あ い ま い な 言 辞 を 慎 む こ と 。  

２  オ ウ ム 真 理 教 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 に 関 す る 事 務 処 理 を 行 う 職 員 は 、 そ の 事 務 を 適 正 か つ 迅 速 に

行 う こ と 。  

以 下 別 記 様 式 省 略  


